
○二松學舍松苓会会則
（昭和６年３月３日制定）

第１章　総　則
（名　称）
第１条　この同窓会は、二松學舍松苓会（以下「本会」
という）と称する。

（事務所）
第２条　本会は、事務所を東京都千代田区三番町６番
地１６ 二松學舍大学内に置く。

（目　的）
第３条　本会は、母校建学の精神に基づき、会員相互の
親睦を図り、思想学術の向上に資し、併せて
　母校の発展を支援することを目的とする。
（事　業）
第４条　本会は、前条の目的を達成するため次の各号の
事業を行う。
　一　会員名簿の編集及び発行
　二　会員相互の連絡及び情報交換
　三　支部の育成
　四　同期会の育成
　五　松苓会報の発行及びホームページの運営
　六　その他、本会の目的達成のために必要な事業
２　本会は、母校への支援並びに母校事業の得失に関
し、意見を具申することができる。

第２章　組　織
（会　員）
第５条　本会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
　一　正会員
　　　専門学校・大学卒業者並びに大学院修了者
　二　準会員
　　　 中途退学者のうち、正会員が推薦し、常任幹事会

で承認した者
　三　特別会員
　　　母校関係者にして、会長が推薦した者 
　四　学生会員
　　  母校の学部及び大学院在籍者
　五　教職員会員
　　　母校の専任教職員
（本　部）
第６条　本会に本部を置き、役員及び事務局をもって組
織する。

２　本部は、本会の事務を総括処理し、渉外事項を掌る。
３　本部には次の各号の部会を置く。
　一　事業部会
　　　 ホームカミングデー等、会員の交流事業に関する

事項
　　　本会主催の行事に関する事項
　　　学生支援活動に関する事項
　　　教育支援に関する事項
　二　組織部会
　　　会員名簿に関する事項
　　　支部会・同期会の育成強化に関する事項

　　　学生会員組織に関する事項
　　　会員の活動（OB会・OG会等）に関する事項
　三　広報部会
　　　会報の発行に関する事項
　　　 ホームページ運営・SNS発信等、本会の広報活動

に関する事項
　四　総務部会
　　　予算・決算に関する事項
　　　財産の管理に関する事項
　　　総会・常任幹事会の運営に関する事項
　　　規定の立案・改廃に関する事項
　　　他の部会に属さない事項
　五　その他必要な部会
４　部会は、副会長・幹事長・常任幹事が業務を分担す
る。
５　本部業務は、前項に記す役員のほか、第５条に規定
する本会会員に、会長が委嘱することができる。

（支　部）
第７条　本会は、都道府県毎に支部を置く。また、海外
に支部を置くことができる。

２　都道府県毎並びに海外の支部は、それぞれの都道
府県及び海外に在住する会員をもって構成する。

３　都道府県毎並びに海外の支部に支部長を置き、その
組織及び運営は各支部の定めるところによる。

４　設置された支部は、規約とともに役員名簿等を添え
て会長に提出するものとする。

５　支部長は支部における会員の消息や声を掌握し、本
会活動の支援を行う。

（同期会）
第８条　本会は、卒業期毎に同期会を置く。
２　各同期会は、卒業年度が同じ会員をもって構成する。
３　同期会毎に代表を置き、その組織及び運営は各同期
会の定めるところによる。

４　設置された同期会は、規約とともに役員名簿等を添
えて会長に提出するものとする。

５　同期会代表は同期における会員の消息や声を掌握
し、本会活動の支援を行う。

第３章　役員及び顧問・相談役
（役　員）
第９条　本会に次の役員を置く。
　一　会　長　　１名
　二　副会長　　２名～５名
　三　幹事長　　１名
　四　常任幹事
　五　幹　事
　六　監　事　　２名
（役員の選出）
第10条　会長は正会員のなかから、役員候補者選考委
員会にて候補者を選考し、総会の承認を得て選出する。

２　副会長は第５条第１項第１号から第３号に規定する
会員のなかから常任幹事会において選出する。

３　常任幹事は幹事のなかから会長が指名する。
４　幹事については次のとおりとする。
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　（ア）各都道府県支部の支部長 
　（イ）各同期会の代表 
　（ウ） 第５条第１項第１号から第３号に規定する会員

のなかから会長が指名した者
５　幹事長は常任幹事のなかから会長が指名する。
６　監事は第５条第１項第１号から第３号に規定する会
員のなかから、役員候補者選考委員会にて候補者を
選考し、総会の承認を得て選出する。

（役員の職務）
第11条　会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
２　副会長は、会長を補佐する。会長に事故あるときは
会長が予め指名した順序によりその職務を代行する。

３　幹事は、会員の動向を把握し、本部及び支部・同期
会との連携を図る。

４　常任幹事は、本会の業務を分担し、執行する。
５　幹事長は、総会・常任幹事会から委任された事項及
び緊急事項並びに本会の業務を掌理する。

６　監事は、本会の経理の状況を監査するとともに、業
務執行の状況を監査し、経理の状況並びに業務の執
行について不整の事実を発見したときは、これを会長
に報告する。

７　監事は、総会・常任幹事会に出席し、会長の要請に
より会の運営について助言を行う。

８　監事は、総会・常任幹事会において監査報告を行う
ものとする。

（役員の任期）
第12条　本会の役員の任期は４年とし、再任を妨げな
い。但し、会長の任期は２期８年までとする。

２　補欠または増員により選出された役員の任期は、前
任者または現任者の残任期間とする。

３　役員はその任期満了後でも後任者が就任するまで
は、なおその職務を行う。

（顧問・相談役）
第13条　本会に顧問、相談役を置くことができる。
２　顧問は、本会の活動に多大な功労があった者を、総
会の承認を得て会長が委嘱する。

３　相談役は、学校法人の理事長、大学の学長とし、会
長が委嘱する。

（顧問・相談役の職務）
第14条　顧問並びに相談役は、会長の要請により本会
の運営について助言を行う。

第４章　会　議
（総　会）
第15条　本会の総会は、本会の目的達成に必要な事項
を決定する最高議決機関とする。

２　総会は、第９条第１項第１号から第５号の役員をも
って構成する。

３　総会は、年次定例とし、会長が招集する。但し、会
長が必要と認めたときは、臨時に招集することができ
る。

４　総会は、次の各号を審議する。
　一　毎事業年度の事業報告及び決算
　二　毎事業年度の事業計画及び予算

　三　重要財産の処分及び重大な業務の負担
　四　松苓会会則及び細則の制定・改定
　五　その他の重要事項
５　総会の議長は、出席者のなかから選出するものとす
る。

（常任幹事会）
第16条　常任幹事会は、第９条第１項第１号から第４号
に規定する役員をもって構成する。

２　常任幹事会は、年６回の定例会とし、会長が招集す
る。但し、会長が必要と認めたときは、臨時に招集す
ることができる。

３　常任幹事会の議長は幹事長が務める。
（三役会）
第17条　本会に、会長の補佐機関として三役会を置く。
２　三役会は、会長・副会長・幹事長をもって構成する。
但し、会議にほかの役員を参加させることができる。

（定足数と議決）
第18条　本会の会議は、構成員の過半数の出席をもっ
て成立し、出席者の過半数をもって議決する。可否同
数のときは議長の決するところによる。

２　会議の出席者及び議決には委任状を含むものとす
る。

３　総会の議決に当たっては、書面による議決権行使を
認め、その提出者を出席者とみなす。

（議事録）
第19条　本会が行う会議については議事録を作成し、
議長及び出席者の代表２名が署名押印のうえ保存す
る。議事録には次の各号を記載するものとする。
一　会議の日時及び場所
二　出席者の人数及び氏名（委任状提出者及び議決権
行使書提出者を含む）

三　議事の経過、概要、発言要旨及びその結果

第５章　会　計
（会　計）
第20条　本会の運営は、次の収入により行うものとする。
　一　会員の入会金 
　二　会員の終身会費
　三　寄附金
　四　その他物品等の資産
（入会金と終身会費）
第21条　本会の会員（但し、第５条第１項第３号に規定
する特別会員及び同第５号に規定する教職員会員を除
く）は、入会金及び終身会費を納入するものとする。
２　入会金及び終身会費の額は、次のとおりとする。
　（ア）入会金　　 5,000円（入学時納入）
　（イ）終身会費　15,000円（卒業時納入）
３　入会金及び終身会費の額を変更するときは、常任幹
事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

（会計年度）
第22条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年
３月31日に終わる。

（事業計画と収支予算）
第23条　本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、
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会長のもとに編成し、常任幹事会の提案に基づき、総
会の承認を得るものとする。

（基　金）
第24条　本会は、特別事業の推進、及び将来にわたり
安定した運営を図るため、特別会計として次の基金を
設ける。特別会計の予算及び決算は、常任幹事会の
議を経て、総会の承認を得るものとする。
　一　 周年事業積立金（学校法人及び松苓会の周年事

業のための基金）
　二　松苓会奨学基金（在学生の奨学金のための基金）
　三　松苓会費積立金（非常時及び緊急時の資金とし
ての基金）

（収支決算と事業報告）
第25条　本会の収支決算は、会長のもとに作成し、事
業報告書とともに監事の意見を付し、常任幹事会の議
を経て、総会の承認を得るものとする。

第６章　専門委員会と委員
（専門委員会と委員）
第26条　本会の目的達成のために必要な専門事項に係
る調査及び研究等を行うため、専門委員会を設けるこ
とができる。なお目的達成後は速やかに解散するもの
とする。

２　委員会の委員は会長が委嘱する。
３　委員会及び委員に関し必要な事項は、その都度会長
が定める。

４  役員のうち、会長及び監事の候補者選考について
は、役員候補者選考委員会を特別の専門委員会とし
て設ける。

５　役員候補者選考委員会は、第10条第１項及び第６項
により会長及び監事の候補者を選考し、委員長がその
結果を総会に提案する。

６　役員候補者選考委員会に必要な規定は別に定める。

第７章　学生会員
（学生会員）
第27条　第５条第１項第４号の学生会員の代表は、会
長の許可のもとに、総会・常任幹事会に出席し意見を
述べることができる。

２　学生会員には、松苓会報を配付する。また、学園祭
等の学生主催行事には助成を行う。

第８章　事務局
（事務局）
第28条　本会の事務を処理するため本部に事務局を置く。
２　幹事長は、会長の命を受けて事務局を統括し、本会
の事務を掌理する。

３　事務局には、会長指名の事務局長、その他の職員を
置くことができる。

４　事務局長は、幹事長を補佐し本会の事務処理を執り
行う。

５　本会の事務については、その一部を学校法人二松学
舎に委託することができるものとする。

６　事務局に必要な規定は別に定める。

第９章　学校法人二松学舎評議員
（評議員候補者の選出と推薦）
第29条　本会は、学校法人二松学舎の定める規定に基
づき、年齢25歳以上の会員のなかから学校法人二松
学舎評議員候補者を総会の議を経て選出し、これを
会長が学校法人理事長に推薦する。

第10章　会則の変更
（会則の変更）
第30条　この会則の変更については、常任幹事会の提
案に基づき、総会の承認を得なければならない。

第11章　補　則
（会員の除名と役員の解任）
第31条　本会の会員で、その体面を汚す行為があった
場合は、総会の議を経て除名することができる。

２　本会の役員は、会員及び母校のため、その職務を誠
実に遂行する義務がある。役員が、次の各号の一つに
該当するときは、第26条第１項から第３項に準じて特
別審議会を設けて審理し、総会の議を経て、会長がそ
の職務を解くことができる。
一　心身の故障のため職務の遂行にたえられないと認め
たとき
二　職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくな
い行為があると認めたとき

（役員の補充）
第32条　本会の役員に欠員が生じたとき、または増員
の必要が生じたときは、第12条各項の規定に基づき補
充することができる。

（細則等）
第33条　この会則に定めるもののほか、運営に関し必
要な事項は細則等で定める。

附　則（昭和６年３月３日原案立案）
１　昭和６年３月22日　認可

附　則（昭和７年６月14日修正案立案）
２　昭和７年７月３日　認可
　（中略）

附　則（平成６年７月23日全部改正）
７　本会則は、平成７年４月１日から施行する。（中略）

附　則（平成23年６月11日）
12　本会則は、平成23年６月11日から施行する。

附　則（平成30年６月９日）
13　本会則は、平成30年６月９日から施行する。

附　則（令和３年７月10日）
１　この会則は、令和３年７月10日から施行する。
２　第５条第１項第５号の教職員会員は、正会員を含ま
ない。

３　この会則施行の際、第８条に規定する同期会は、当
面、新卒者から年次進行で設置するものとする。

４　第15条第２項の各同期会代表は１名ずつとする。
５　この会則施行の際、総会・常任幹事会・幹事会など
従前の会議については、次の移行措置を講ずる。
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　①第15条第２項（総会の構成員）の規定にかかわら
ず、現役員の任期満了までの間は、従前の規定による
構成員に、各同期会代表各１名を加えて対応するもの
とする。
　②この会則改正前に就任した幹事、及び幹事会の規
定は、現役員の任期満了までは、従前のとおりとする。
　③第16条第１項（常任幹事会の構成員）の規定にかか
わらず、現役員の任期満了までの間は、従前の規定に
よるものとする。

６　第18条第３項に規定する書面とは、議決権行使書を
いう。

７　第21条第２項第（イ）号の終身会費は、平成13年度
以前の卒業者にあっては 10,000円を納入するものとす
る。

８　第27条第１項の学生会員の代表は、当面、学生会長
を含む３名とする。

附　則（令和５年６月10日）
14　この会則は、令和５年６月10日から施行する。
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二松學舍松苓会役員名簿
2024 年１月 31 日現在

氏　　名 回卒 氏　　名 回卒
顧　　問 末　吉　榮　三 12 専 常任幹事 矢　澤　喜　成 50 文
顧　　問 神　津　賢一郎 27 文 常任幹事 菅　原　義　博 53 文
相 談 役 水　戸　英　則 理事長 常任幹事 高　橋　映　子 53 文
会　　長 平　野　光　治 40 文 常任幹事 三　好　行　雄 53 文
副 会 長 金　井　　　康 41 文 常任幹事 志　村　　　孝 59 文
副 会 長 星　野　優　子 42 文 常任幹事 西　園　隆　士 59 文
副 会 長 大　山　由美子 47 文 常任幹事 小　西　明　徳 60 文
幹 事 長 髙　栁　幸　雄 49 文 常任幹事 馬　淵　裕　之 60 文
監　　事 田　邉　義　博 47 文 常任幹事 中　原　敬　二 62 文
監　　事 佐　藤　　　修 41 文 常任幹事 原　　　由来恵 63 文
常任幹事 渡　辺　和　則 特 常任幹事 助　川　忠　弘 65 政
常任幹事 小　林　孝　彰 38 文 常任幹事 渡　辺　大　雄 65 文
常任幹事 中　居　功　一 39 文 幹　　事 小　町　邦　明 49 文
常任幹事 持　田　賢　一 40 文 幹　　事 大　渕　俊　明 50 文
常任幹事 坂　井　福　作 42 文 幹　　事 町　　　泉寿郎 60 文
常任幹事 清　水　　　登 42 文 幹　　事 山　﨑　真　之 66 政
常任幹事 家　永　　　修 44 文 幹　　事 篠　原　　　貴 69 文
常任幹事 青　山　幸　雄 49 文 事 務 局 島　　　りつこ
常任幹事 片　山　聖　英 50 文

二松學舍松苓会同期会名簿
2024 年１月 31 日現在

期別 氏　　名 回卒
91 期 大　貫　龍之介 91 文

二松學舍松苓会支部長名簿
2024 年１月 31 日現在

支部 氏　　名 回卒 支部 氏　　名 回卒
① 北海道 佐　賀　敦　司 49 文

近　

畿

三　重 小　川　直　紀 44 文

東　

北

青　森 柴　垣　博　孝 40 文 滋　賀 角　井　良　暢 49 文
岩　手 宮　本　義　孝 32 文 京　都 廣　田　康　男 54 文
宮　城 二　上　久　芳 44 文 大　坂 齋　藤　　　衛 49 文
秋　田 鈴　木　隆　博 54 文 兵　庫 武　内　昭　徳 47 文
山　形 今　野　紀　生 55 文 奈　良 辻　　　　　一 39 文
福　島 和歌山 明　治　利　隆 47 文

関　

東

茨　城 青　山　幸　雄 49 文
中　

国

鳥　取 小　谷　章　公 38 文
栃　木 寺　内　　　進 49 文 島　根 山　平　恭　史 58 文
群　馬 髙　栁　　　薫 47 文 岡　山 永　瀬　　　淸 39 文
埼　玉 青　木　一　弥 47 文 広　島 村　山　慶一郎 47 文
千　葉 河　野　千津子 49 文 山　口 俵　田　賢　嗣 40 文
東　京 矢　澤　喜　成 50 文

四　

国

徳　島 大　倉　明　子 47 文
神奈川 平　野　光　治 40 文 香　川 中　條　敏　雄 50 文

中　

部

山　梨 板　山　俊　介 36 文 愛　媛 村　上　純　也 59 文
長　野 清　水　　　登 42 文 高　知 足　達　　　昇 55 文
新　潟 坂　井　福　作 42 文

九　

州

福　岡 正　生　英　彦 48 文
富　山 小　島　貴　雄 47 文 佐　賀 白　濱　富士夫 54 文
石　川 菅　野　成　也 50 文 長　崎 黒　瀬　孝志郞 38 文
福　井 中　道　佳　宏 58 文 熊　本 塩　永　英　文 52 文
岐　阜 竹　内　秀　人 55 文 大　分 甲　斐　啓一郎 52 文
静　岡 江　本　浩　二 51 文 宮　崎 内　村　厚　夫 44 文
愛　知 松　田　博　文 55 文 鹿児島 岡　元　正　昭 31 文

② 沖　縄 金　城　健　一 38 文
①北海道地区　　　②沖縄地区
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